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 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第７項の規定による財

政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、小牧市長から通知

があったので、同条第１４項の規定によりその内容を別紙のとおり公表す

る。 
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財政援助団体等監査の結果に関する措置状況 

 

共通事項 

〔監査結果〕 

 (1) 指定管理業務について 

  精算後に生じた返還不要の残額について、計上誤りがあった。 

〔措置状況〕 

収支決算報告書を修正しました。 

 

〔監査委員意見〕 

・ 指摘事項に挙げたとおり、指定管理者において決算書類に記載誤りが

見受けられた。市への返還が必要な科目ではなかったものの経費管理の

基盤に関わる問題である。指定管理者において適正な経理処理に努める

とともに、所管課としても定期的なチェックを実施されたい。 

〔対応〕 

・ 四半期ごとの管理経費執行状況報告を義務付け、試算表などの根拠とな

る書類も併せて提出させることで適正に経理が行われているか確認して

まいります。 

 

株式会社トヨタエンタプライズ 

〔監査委員意見〕 

・ 利用者を対象としたアンケートの総合評価は 5 段階評価で評価 4 と高

評価であり、利用者の声により宿泊施設に電子レンジを設置され好評を

得ているとのことであった。施設に関しては築年数も経過しており制約

もあるが、引き続き利用者の要望には耳を傾けて可能な範囲で応えられ

るよう努められたい。 

〔対応〕 

・ できるだけ多くの利用者がアンケートに協力してもらえるように工夫

を凝らし、いただいた意見を参考にして、よりよい施設運営に努めてま

いります。 

 

 

 



 

商工振興課（地域活性化営業部） 

〔監査委員意見〕 

・ 市から指定管理者に対して求める事項について、時期や目的に合わせ 

た要求水準をチェックリスト形式でわかりやすく取りまとめるなど、双 

方がリストに基づいて対応を進められるような体制を目指されたい。 

・ 指定管理者が構築している内部統制制度について組織内のルールなど

を聞き取り、指定管理者内部における牽制機能が効果的に作用している

かを注視されたい。 

〔対応〕 

・ 仕様書をもとにしたチェックリストを作成し、令和５年度から、その

チェック表に基づき指定管理者と双方で確認しながら事務を進めてま

いります。 

・ 株式会社トヨタエンタプライズでは、勤労センターに対する本社の応

援及び牽制機能を構築していました。また、関連法令に係るチェックリ

ストを作成し、適正に業務が遂行されているか定期的に本社による確認

がなされていました。 

 今後はチェックリストを本市にも提示していただき、指定管理者内部

の牽制機能が作用しているのか確認してまいります。 


